
主催 島根県社会福祉士会
（子ども家庭委員会）

＜お問い合わせ＞

島根県社会福祉士会事務局
松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根1階

TEL・FAX 0852-28-8181

「社会福祉士が担うＳＳＷの役割とは」
日本社会福祉士会副会長 愛沢隆一氏

「島根県のＳＳＷ活用事業」について
県教育庁教育指導課子ども安全支援室 松本浩一郎氏

「実践報告」 県立学校SSW・市町村教委委嘱SSW

★対象者 島根県社会福祉士会会員
島根県精神保健福祉士会会員

★参加費 無料
★申込み FAXまたはメールで受講申込書をお送りください。

（12/2締切）

平成27年度から、SSWは原則として社会福祉士や精神保健福祉士
等の専門的な資格を有する者から選考されることとなりました。

社会福祉士・精神保健福祉士の仲間で集い
スクールソーシャルワークを学ぼう！！


